
議案第３５号 

 

石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制 

定することについて 

 

　石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定すること

について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の

規定により議会の議決を求める。 

 

　　令和８年２月２４日　提　出 

 

石岡市長　谷　島　洋　司 

 

　　　提　案　理　由 

　令和７年度税制改正に伴い，所要の改正をするため。 

 



石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

石岡市医療福祉費支給に関する条例（平成17年石岡市条例第101号）の一

部を次のように改正する。 

 

第３条中「規則」を「市規則」に，「以下「社会保険各法」という。」を

「以下「医療保険各法」という。」に改める。 

第４条第１項中「国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律又は

社会保険各法」を「医療保険各法」に，「規則」を「市規則」に，「国民健

康保険法による被保険者又は社会保険各法」を「医療保険各法」に改め，同

項中「組合員」の次に「，加入者」を加え，同条第３項中「国民健康保険法，

高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法」を「医療保険各法

」に改め，同条第６項中「規則」を「市規則」に改める。 

第５条第１項１号中「７月１日（前々年の所得にあっては，前年の７月１

日）現在における国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号

）附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる同法第１条の規

定による改正前の国民年金法（昭和34年法律第141号）第66条第３項に基づ

き，国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

（昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。）第46条第４項に」

を「市規則で」に改め，同項第２号中「児童扶養手当法施行令及び特別児童

扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和６年政令

第259号）による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（

以下「旧特別児童扶養手当法施行令」という。）第２条第１項に定める額に

53万3,000円を加えた」を「市規則で定める」に，「旧特別児童扶養手当法

施行令第２条第２項に」を「市規則で」に改め，同条第２項を次のように改

める。 

２　前項各号に規定する所得は，地方税法（昭和25年法律第226号）第５条

第２項第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によ

って課する同法第５条第２項第１号に掲げる税を含む。以下同じ。）につ

いての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外



とし，所得の額の計算方法は，市規則で定める。 

　第５条第３項及び第６条中「規則」を「市規則」に改める。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従前

の例による。


